
 

 

 

 

 

 

１ 目的 

  宇都宮市子どもの家（以下「子どもの家」という。）は，放課後や長期休業期間中に，

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し，適切な遊びや生活の場を提供し，

児童の健全な育成を図るための施設です。 

 

２ 利用対象児童 

  市内の小学校に就学している児童であって，その保護者が下記のいずれかに該当するこ

とにより，昼間家庭における養育を受けることができない児童 

 ※ 保護者以外の親族等（祖父母等）と同居している場合でも利用は可能です。 

事由 利用期間 

労働 居宅外又は居宅内で労働している 

育成支援を必要とする期間 

介護・看護 常時家族等の介護又は看護をしている 

疾病 疾病又は負傷している 

障がい 心身に障がいを有している 

就学 就学している 

出産 出産予定又は出産直後である 出産予定月の前後２か月 

求職 求職活動のため外出することを常態と

している 

３か月以内の期間 

災害 火災や風水害，地震等の災害復旧にあ

たっている 

災害復旧に要する期間 

その他 上記に類するものであって，市が特に

認めた場合 

育成支援を必要とする期間 

 

３ 利用対象期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

  ※ 毎年度申込みが必要となります。 

 

４ 設置場所及び運営方法 

  各市立小学校（小規模特認校を除く。）ごとに子どもの家を設置しており，市から指定

を受けた法人が運営しています。 

 ※ 原則，通学する小学校の子どもの家を利用することとなります。 

 

５ 開所時間，休所日 

開所日 

月～金曜日 放課後～１９時 

土曜日 
７時３０分～１９時 

学校長期休業期間等 

休所日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 ※ 上記開所時間のうち，１８時～１９時は延長時間となります。 

※ 市が特に必要があると認める場合（自然災害，感染症，学校休業，施設点検に伴う停

電・断水時など）は，開所日や開所時間を変更することがあります。 

１ 



６ 利用料金 

子どもの家の利用にあたっては，下記の利用料金の支払いが必要となります。 

ア 基本利用（通年（月単位）の利用）の方 

開所時間 利用料金/単位 

月～金曜日 放課後～１８時 

土曜日・学校長期休業期間 ７時３０分～１８時 

7,600 円/月 

※学校休業期間中も同額 

延長利用 １８時～１９時 100 円/日 

 ※ 別途おやつ代（月額 2,000 円程度）や特別な行事，保険料等の実費がかかります。 

 ※ 月の途中からの利用や利用日数に応じた日割り料金等はありません。 

 ※ 入会金，年会費はありません。 

 

イ 学校長期休業期間のみ利用する方 

開所時間 利用料金/単位 

春休み（４月） 

７時３０分～１８時 

2,300 円/期 

夏休み 12,800 円/期 

秋休み 920 円/期 

冬休み 1,800 円/期 

春休み（３月） 2,300 円/期 

延長利用 １８時～１９時 100 円/日 

※ 別途おやつ代や特別な行事，保険料等の実費がかかります。 

※ 途中からの利用や利用日数に応じた日割り料金等はありません。 

※ 入会金，年会費はありません。 

※ 新１年生は入学後の数日間，下校時間が早まる可能性があります。その期間の利用

を必要とする場合は，基本利用（通年（月単位）の利用）でお申し込みください。 

 

ウ 利用料金の減免について 

   生活保護世帯及び就学援助対象世帯については，利用料金（延長利用及び実費を除

く。）が全額減免となります。 

  ※ 利用決定後に別途申請が必要となります。 

 

７ 利用申込方法 

（１）申込期間 

ア 令和８年４月からの通年（月単位）の利用を希望される方 

学年（令和８年度） 申込期間 

新２～６年生 令和７年１１月４日（火）～１１月２５日（火） 

新１年生 令和７年１１月４日（火）～１２月１７日（水） 

 

イ 学校長期休業期間のみの利用を希望される方 

令和８年４月春休みの利用 令和 ８年  2 月 ２日（月）～   2 月１６日（月） 

夏休みの利用 令和 ８年  6 月  １日（月）～   6 月 1５日（月） 

秋休みの利用 令和 ８年  8 月２１日（金）～   9 月 ４日（金） 

冬休みの利用 令和 ８年 11 月 ２日（月）～  11 月 1６日（月） 

令和９年３月春休みの利用 令和 ９年  2 月 １日（月）～   2 月 1５日（月） 

 ※ 期間ごとに利用申込が必要になります。就労証明書等については，変更がない限り

年１回（最初の利用申込時に）提出してください。 

２ 



ウ 年度の途中からの利用を希望される方 

   随時，利用申込を受け付けます。 

   利用開始希望月の前月１０日までに，ご利用される子どもの家に申込をしてくださ

い。（例 ７月から利用希望 ⇒ ６月１０日まで） 

  ※ 受入体制の整備に時間を要する場合は，利用開始時期が遅れることもありますの

で，ご了承ください。 

 

（２）申込書類 

   申込関係書類は，各子どもの家，市役所１３階生涯学習課で配布しています。（市の

ホームページからダウンロードすることもできます。） 

１．宇都宮市子どもの家利用許可申請書（児童１人につき１通） 

２．保護者（祖父母等を除く。）が昼間家庭における児童の養育ができない状況等を証

明する書類 

状況 証明書類 

労働している場合 就労証明書 

求職活動中の場合 求職活動申立書（市の所定様式） 

就学・職業訓練等 

の場合 

在学証明書及び時間割が確認できるものの写し又は職業訓練の

受講期間・時間が確認できるものの写し 

出産前後の場合 母子健康手帳など出産予定日が確認できるものの写し 

疾病，障がい等 

の場合 

医師の診断書又は障害者手帳・療育手帳の写し等 

※病名，症状，児童の養育ができない状況や期間がわかるもの 

介護・看護の場合 医師の診断書等，介護・看護の必要性がわかるもの 

 ※ 上記以外の状況の場合は生涯学習課までお問合せください。 

 ※ シフト勤務の方は提出月のシフト表等の提出をお願いします。 

 ※ 利用申込に虚偽や不正があった場合などには，利用許可を取り消すことがあります。 

 ※ 勤務先・住所・家族状況など申請内容に変更があった場合は，変更届及び該当する証

明書類の再提出が必要となります。 

 

（３）申込方法 

１．書類を提出する場合 

（２）の提出書類を利用する子どもの家へ持参してください。（子どもの家の場所

は下記ホームページをご覧ください） 

２．電子申請をする場合（年度途中からの利用申込を除く） 

 下記のホームページから電子申請できます。 

※申請書の内容は申込フォームに直接入力してください。 

※証明書類は PDF や写真データ等でご用意いただき，アップロードしてください。  
 

宇都宮市ホームページでページ ID『1041531』で検索または，下記ＱＲコード・

URL からご確認ください。 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kosodate/kosodate/101

2031/1041531.html 

電子申請を行う場合は，申請の前に宇都宮市電子申請システムの利

用登録が必要です。 

３ 

各種申請書類様式のダウンロード，電子申請はこちら 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kosodate/kosodate/101


８ 利用の決定 

  提出いただいた書類等により，利用対象児童の要件を満たしているか審査をし，利用許

可を決定します。市の指定を受けた法人から，利用許可決定通知書をご自宅に送付しま

す。 

  ※ 令和８年４月から利用を希望される方の決定通知書は，令和８年２月中旬頃に発送

予定です。 

  ※  学校長期休業期間のみ利用する方の決定通知書は，利用開始日の２週間前までに発

送予定です。 

  ※  食物アレルギー等がある場合は，利用許可の決定後，学校へ提出をする「学校生活 

管理指導表」の写しを子どもの家に提出してください。 

 

９ 利用申込取り下げ・辞退・中止等 

   次の場合，「宇都宮市子どもの家利用許可申請取り下げ・利用辞退・利用中止届」を子

どもの家に提出してください。 

利用許可申請の 

取り下げ 
利用申込をしたが，利用許可通知を受け取る前に申込を取り下げ

る場合 

利用辞退 
利用許可通知を受け取ったが，利用期間前に利用を辞退する場合 

利用中止 子どもの家を利用する必要がなくなった場合（利用対象児童でな

くなった場合） 

※ 長期間（連続して１ヵ月以上）欠席された場合には，子どもの家の利用を継続され

るかどうか確認をさせていただき，利用許可を取り消すことがあります。 

 

1０ 連絡事項・注意事項 

 ア 子どもの家では，保護者のお迎え（学校休業日は送迎）が原則となります。 

 イ 保護者が昼間家庭にいない日（就労証明書等に記載のある日）のみの利用が原則とな

ります。 

 ウ 施設の管理又は事業上支障があると判断した場合は，利用許可を取り消すことがあり

ます。 

 エ 感染症に感染した場合，または感染するおそれのある場合は，利用をお断りすること

があります。 

 

1１ 問い合わせ先 

 宇都宮市教育委員会事務局 生涯学習課放課後児童グループ 

 電話 ０２８－６３２－２６５１，２６７６ 
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